
 

 

つるがしま男女共同参画推進プラン（第６次）の概要（案） 

 

 

１ 計画の期間 

  令和４年（２０２２年）度から令和８年（２０２６年）度の５年間 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の推進体制 

   

鶴ヶ島市男女共同参画推進条例       つるがしま男女共同参画推進プラン 

に基づく推進体制             （第６次）に基づく推進体制 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

整 合 

・男女共同参画推進委員会
（調査・審議） 

 構成員 

  ・学識経験者 

  ・事業者 

  ・教育に携わる者 

  ・市民（公募） 

［庁内］ 

 ・男女共同参画庁内推進責任者 

 （課などの長。課などにおける責任者と  
  なり積極的に推進する。） 
   

 ・男女共同参画庁内推進員 

 （課などの長から指名された者。本計画に 
基づき積極的に推進する。） 

   

 ・職員 

 （全職員。各課において積極的に推進 
する。）  

   

・市民 

・事業者 

・教育に携わる者 

国・県・近隣自治体・地域の企業・関係団体 

など 

事
務
局
（
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ー
） 

報告 

助言 
意見 

連携 
協働 

連携 

情報交換 

資料２ 

・第５次男女共同参画 

基本計画 【国】 

・埼玉県男女共同参画 

基本計画 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例 

男女共同参画社会基本法 ・第６次鶴ヶ島市総合計画 
 
・関連する個別計画 

つるがしま男女共同参画推進プラン（第６次） 
 

ＤＶ防止法に基づく基本計画及び女性活躍推進法に基づく基本計画を含む 

ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 
 

女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律） 

 

ＤＶ防止法 
 

勘 案 


